
 

 

山梨県国民保護講演会実施要領 

 

１ 趣 旨 

  国民保護法の施行から１年が経過し、現在県では、今年度中の策定を目指 

し、国民保護計画の策定作業を進めている。 

  武力攻撃事態等万一の事態から県民を守るためには、国民保護に携わる県 

や市町村等関係者への周知と理解が不可欠である。 

  そこで、国民保護の仕組みと自治体の役割について理解を深めることを目 

的として、「山梨県国民保護講演会」を開催する。 

 

２ 日 時      平成１７年１１月１１日（金） 

           １４：３０～１６：００ 

 

３ 会 場      山梨県自治会館 １階講堂 

           甲府市蓬沢１丁目１５番３５号 

           ＴＥＬ ０５５－２３７－５７１１ 

 

４ 主 催      山梨県 

 

５ 内 容  

○開会（１４：３０） 

○主催者あいさつ（１４：３０～１４：３５） 

○講演（１４：３５～１５：５５） 

 「国民保護の仕組みと自治体の役割」 

  内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

  内閣参事官 西藤 公司 氏  

○質疑応答（１５：５５～１６：００） 

○閉会（１６：００） 

 

６ 参加対象     行政機関（県、市町村長、消防本部消防長等） 

県国民保護協議会委員、幹事 

指定地方公共機関の代表者 

 

 

           
 

 

 


